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参考１ 

品質監査型規制調査の確認結果について（設計及び工事の方法の認可 

（リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センター）） 
 

 
 
１．確認日 

平成２３年２月３日（木） 

 

２．場所 

経済産業省会議室（経済産業省別館５階５０９号会議室） 

 

３．実施者 

原子力安全委員会事務局 

規制調査官   村上 学（チームリーダー） 

規制調査官   塚本 圭二 

規制調査官   中村 雅人 

技術参与   清水 康一 

 

４．対応者 

経済産業省原子力安全・保安院核燃料管理規制課 職員 

 

５．確認内容 

 ５．１ 確認方法 

事前（平成２２年１２月１６日）に「監査方式確認項目（質問／回答票）」を経済産業省に送

付し、平成２３年２月３日に同省から質問に対する回答を聴取するとともに、関連する文書・記

録類の確認を行った。 

 

５．２ 確認結果 

経済産業省の回答及び原子力安全委員会事務局の確認結果を「監査方式確認項目（質問／回答

票）」に取りまとめ、次ページ以降に示す。 
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設計及び工事の方法の認可（リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センター） 

品質監査型規制調査 監査方式確認項目（質問／回答票）  

（１）規制行政庁の品質マネジメント等に関する事項 

（１－１）一般 

◆品質要求 

規制行政庁は、安全規制の実効性、透明性を高めるため、後続規制活動に関わる改善活動を行うなど、品質を継続的に維持・向上させること。 

■評価基準 

①品質マネジメントに関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

  ［１］規制活動の品質を維持向上するための取り組みを実施していること。         
品質・・・（１－２）以降に示す品質要求事項等 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

設計及び工事の方法

の認可の審査全般に

ついて、品質を維持・

向上するために行っ

ている改善活動（取り

組みの方針、具体例

等）を示して下さい。 

○個々の案件の処理において議論があった場合、統括

安全審査官、耐震班長、貯蔵班長をはじめとして論点

を明確にして議論を行い、方向性を決めている。 

 

○設計及び工事の方法の認可の審査において議論があった場合、統括安全審査官、耐震班

長、貯蔵班長をはじめとして審査の論点メモを作成の上議論し、認識の統一や情報の共有を

行い、方向性を決めているとの説明を受けた。また、審査の論点メモは審査した段階での考え

方を残していくためにファイルに保管されていることを確認した。当該ファイルは今後行政文書

ファイルとして登録することで、後任者へ引き継ぎ、当該文書の存在を明らかにする予定であ

るとの説明を受けた。 

 

 

○個々の申請書内容を確認した上で、審査に必要な体制を組んでいるとの説明を受けた。 
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今回、初めて実施し

た使用済燃料貯蔵施

設に関する設計及び

工事の方法の認可の

審査を、適切に行う

ために考慮した点を

示して下さい。 

○設計及び工事の方法の認可の審査に先行して、核燃

料サイクル安全小委員会中間貯蔵ワーキンググルー

プ「使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する検討会」を開

催し、材料等の外部有識者に意見を聴くと共に、技術

評価書策定に当たって JNES とも議論を行い、使用済

燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に

関する省令の第６条（材料及び構造）に係る解釈(内

規)を作成した。 

○さらに、設計及び工事の方法の認可の審査に先行及

び並行して、核燃料サイクル安全小委員会中間貯蔵

ワーキンググループ「使用済燃料貯蔵施設の設計及

び工事の方法に関する検討会」を開催し、臨界防止、

除熱、遮へい、閉じ込め等の外部有識者の意見を聴く

と共に、技術評価に当たって JNES とも議論を行い、上

記解釈（内規）を改定（追加）するための技術評価書を

策定した。検討会において技術的な審議は概ね終了

し、今回の審査の参考としている。 

○発電用軽水炉型原子炉施設、核燃料物質の加工施

設、再処理施設の先行例の申請書及び審査書を参照

することで他施設における審査を参考としている。 

○発電所における工事計画運用内規を参照することで、

発電所内貯蔵施設等の審査を参考としている。 

 

○設計及び工事の方法の認可の審査に先行して、核燃料サイクル安全小委員会中間貯蔵ワー

キンググループ「使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する検討会」を開催し、使用済燃料貯蔵施

設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令の第６条（材料及び構造）に係る解釈(内

規)を作成したことを、検討会の配布資料（公開）により確認した。 

 

○設計及び工事の方法の認可の審査に先行及び並行して、核燃料サイクル安全小委員会中間

貯蔵ワーキンググループ「使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法に関する検討会」を開

催し、上述の内規を改定（追加）するための技術評価書を策定したことを検討会の配布資料

（公開）により確認した。内規の改定作業に伴う技術的な審議は概ね終了し、今回の審査の参

考としており、今後、審査実績を積んだうえで制定するとの説明を受けた。 

 

○発電用軽水炉型原子炉施設、核燃料物質の加工施設、再処理施設の先行例の申請書及び

審査書を参照することで他施設における臨界防止、遮へい等の審査を参考としているとの説

明を受けた。参考にした他施設の審査書の中から、代表例として、「日本原燃株式会社六ヶ所

再処理・廃棄物事業所の再処理施設の設計及び工事の方法の認可について」の審査書を確

認した。 

 

○下記の工事計画にかかわる内規を参照することで、発電所内貯蔵施設等の審査を参考とした

との説明を受けた。 

・原子力発電設備に係る工事計画の運用について（内規） 
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（１）規制行政庁の品質マネジメント等に関する事項 

（１－２）文書化及び記録 

◆品質要求 

規制行政庁は、審査、検査のプロセスが効率的、効果的に計画され、実施されることを確実にするため、必要な文書化を行い、記録するとともに、そのための仕組

みを適切に維持管理すること。 

■評価基準 

②文書化に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

③記録に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

［２］必要な文書・記録を定め、必要な関係者に周知していること。 

文書・・・どのように物事を行うかを記述し、管理するために使用され、状況の変化を反映するために改訂することができ

るもの 

記録・・・何らかの活動結果として作成されるもので、その時点での事実を述べたものであり、改訂できないもの 

       

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

設計及び工事の方法

の認可の審査で共通

に使用される関連の

文書等（省令、要領、

規定等）として、どの

ようなものがあります

か。 

次のようなものが挙げられる。 

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準

等 

○使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術

基準に関する省令 

○使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術

基準に関する省令の解釈（内規） 

○日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規

格（JSME S NC1-2005）」 

○日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規

格（JSME S NC1-2007）」 

○日本機械学会「使用済燃料貯蔵施設規格金属キャス

ク構造規格（JSME Ｓ FA1-2007）」 

○日本電気協会電気技術指針「原子力発電所耐震設計

技術指針（JEAG 4601-1987）」 等 

 

○｢核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく経済産業大臣の処分

に係る審査基準等（制定平成 14 年 7 月 10 日、最終改正平成 21 年 1 月 30 日、平成 21・01・

15 原第 6 号）｣に使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の認可に関する基準が明示さ

れていることを確認した。 

 

○設計及び工事の方法の認可の審査で共通に使用される関連の文書等として以下のものがあ

ることを確認した。 

 ・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令の解釈（内規）（平成

21 年 3 月 27 日、平成 21・02・26 原院第 8 号） 

 ・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S NC1-2005）（2007 年追補

版を含む）」 

 ・日本機械学会「使用済燃料貯蔵施設規格金属キャスク構造規格（JSME Ｓ FA1-2007）」 

 ・日本電気協会電気技術指針「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG 4601-1987）」 

 

○日本電気協会電気技術指針「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG 4601-1987）」について

は、既に制定している上述の内規にエンドースを行っていないものの、「使用済燃料貯蔵施設

の設計及び工事の方法に関する検討会」において技術的な審議は概ね終了しているとの説

明を受けた。 

 

○申請書を確認し、審査に必要な関連文書に抜けがないことを確認しているとの説明を受けた。 
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個別の設計及び工事

の方法の認可の審査

では、どのような文

書、記録（起案文書、

審査報告書等）を作

成することとなってい

ますか。また、それら

を作成することは、ど

の文書に定められ、

どのような方法で必

要な関係者に周知し

ていますか。 

○個別の審査において作成している文書・記録として、起

案文書に添付している審査書がある。 

○起案文書は、原子力安全・保安院本院特定行政文書

取扱規程を基に作成している。 

○審査書は、原子炉等規制法第 43 条の 8 第 3 項の規定

への適合性を示す根拠として作成している。 

○審査書の作成に関しては、個々の審査項目の担当者

を割り振る時などに、統括安全審査官、耐震班長及び

貯蔵班長の判断により、審査官に説明し、周知してい

る。 

○リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センターの設計及び工事の方法の認可の

審査の記録として、起案文書に添付している審査書があることを確認した。 

・使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可について（リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センター）（平成 22 年 8 月 25 日決裁、平成 22・06・16 原第 7 号） 

 

○起案文書が下記「規程」の様式等に基づき作成されていることを確認した。 

・原子力安全・保安院本院特定行政文書取扱規程（制定平成 13 年 1 月 6 日、最終改正平成

17 年 4 月 1 日、平成 17・03・23 原院第 9 号） 

 

○審査書の作成に関しては、原子炉等規制法第 43 条の 8 第 3 項の規定への適合性を示す根拠

を記載しているとの説明を受けた。 

 

○「原子力安全・保安院本院特定行政文書取扱規程」は、経済産業省の組織内ネットワークに

掲載されて各審査官に周知されている。また、審査書の作成に関しては、個々の審査項目の

担当者を割り振る時などに、統括安全審査官、耐震班長及び貯蔵班長の判断により、審査官

に説明し、周知しているとの説明を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           6 

 

●確認項目 

  ［３］作成した文書・記録を適切に維持管理していること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

［２］において作成し

た文書等は必要に応

じて改訂しています

か。現在の改訂状況

を示して下さい。 

○使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術

基準に関する省令については、平成 12 年 6 月制定

後、同年 10 月に省庁再編に伴う改正、17 年 10 月に気

体放射性廃棄物の管理に係る規定を追加するために

改正している。 

○使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令（平成 12 年 6 月 16 日

制定）については、平成 12 年 10 月 31 日、平成 17 年 10 月 26 日に改正していることを確認し

た。 

 

○｢核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく経済産業大臣の処分

に係る審査基準等｣は、平成 21 年１月 30 日、平成 21･01･15 原第 6 号として改正されている

ことを確認した。 

改訂した文書等の内

容は、どのように必

要な関係者（内部及

び外部）に周知して

いますか。 

○使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術

基準に関する省令については、内部及び外部へホーム

ページ掲載及び官報告示を行い周知するほか、事業

者に対しては文書にて通知を行っている。 

○使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令（平成 12 年 6 月 16 日

制定）においては、内部及び外部へホームページ掲載及び官報告示を行い周知するほか、事

業者に文書で通知したとの説明を受けた。改正した内容・施行日についてホームページ掲載、

官報告示されていることを確認した。 

 

○｢核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく経済産業大臣の処分

に係る審査基準等｣は、使用済燃料貯蔵事業の許可などに関する改訂がなされているとの説

明を受けるとともに、当該審査基準が平成 21 年 1 月 30 日、平成 21･01･15 原第 6 号として改

正されていることを確認した。 

作成した記録は、ど

のように保管してい

ますか。今回の審査

記録の保管状況を示

して下さい。 

 

○文書管理システムを用いて番号管理を行い、課内の

書棚に保管している。 

○今回の案件に係る記録については、行政文書登録を

行った上で現在課内の書棚に保管している。 

○原子力安全・保安院行政文書管理規程に基づき、行

政文書の保存期間等を設定し保管している。 

○作成した記録は、「原子力安全・保安院行政文書管理規程」に基づき、保存期間が 30 年の行

政文書ファイルとして作成し、核燃料管理規制課内の書棚に保管されているとの説明を受け

た。また、当該規程は、経済産業省の組織内ネットワークに掲載されて周知されているとの説

明を受けた。 

・原子力安全・保安院行政文書管理規程（平成 17 年 4 月 1 日、平成 17・03・31 原院第 12 号） 

 

○今回の審査記録である下記の行政文書ファイルが経済産業省内の総合文書管理システム

（DOMS）に登録されていること、保存期間が 30 年になっていることを確認した。 

・使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可について（リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センター）（平成 22 年 8 月 25 日決裁、平成 22・06・16 原第 7 号）

（行政文書ファイル番号：2010‐Ｂ3‐1820‐000041） 

 

○ファイルの保管場所を課内から書庫に変更するときは、総合文書管理システム（DOMS）に登

録されている保管場所の情報を変更するとの説明を受けた。 
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（２）審査官、検査官の能力に関する事項 

（２－１）資格要件等 

◆品質要求 

規制行政庁は、対象となる設備や機器、又は事業者等の活動について、適切かつ確実に審査、検査を行うため、審査官、検査官に必要な資格又は能力を定めるこ

と。 

■評価基準 

④審査官、検査官の資格又は能力に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

［４］審査、検査をするための資格又は能力が定められていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

設計及び工事の方法

の認可の審査を実施

する者の資格又は能

力に係る基準を内規

等 で 定 め て い ま す

か。定めていない場

合は、どのような経験

や実績等で審査を実

施する能力があると、

誰が判断しています

か。 

 

○特段資格要件を定めた内規等は無いが、原子力安全

規制に関連する業務経験等に基づき、統括安全審査

官が、審査を実施する能力を判断している。 

 

○特段資格要件を定めた内規等はないが、個々の審査案件の担当官を選定する場合には、統

括安全審査官が職務歴、研修歴を考慮して決めているとの説明を受けた。職務歴、研修歴の

確認には、教育訓練プログラムの各個人に対する力量記録表を使用しているとの説明を受け

た。 
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●確認項目 

  ［５］審査、検査を行った者が、必要な資格又は能力を満たしていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の設計及び工事

の方法の認可の審査

を実施した者は、必

要な資格又は能力を

満たしていましたか。

満たしている場合、そ

の根拠、理由を示し

て下さい。 

○今回の担当者のうち、2 名は、民間において経験を積

み、行政経験も 7 年以上の者であり、それぞれ耐震及

び原子力の専門知識を有しており、十分な能力があ

る。 

○その他 3 名の担当者は、これまでも原子力施設の安全

規制に関する行政の経験があり、十分な能力がある。

 

○今回の担当者のうち、2 名は、民間において経験を積み、行政経験も 7 年以上の者であり、そ

れぞれ耐震及び原子力の専門知識を有しており、審査を行うにあたり十分な能力を有している

と判断したとの説明を受けた。 

 

○その他 3 名の担当者は、これまでも原子力施設の安全規制に関する行政の経験があり、審査

を行うにあたり十分な能力を有していると判断したとの説明を受けた。 
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（２）審査官、検査官の能力に関する事項 

（２－２）教育訓練 

◆品質要求 

規制行政庁は、審査官、検査官及びその候補者の能力の維持・向上のため、適切な教育訓練計画を策定し、実施すること。 

■評価基準 

⑤審査官、検査官及びその候補者に対する教育訓練の計画、実施に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

［６］審査、検査を実施する者に対して、教育訓練計画を策定し、実施していること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

設計及び工事の方法

の認可の審査を実施

する者及びその候補

者の能力の維持向上

のために策定した教

育訓練計画があれば

示して下さい。ない場

合は、どのように能

力の維持・向上を図

っていますか。 

○設計及び工事の方法の認可に特化した教育訓練計画

は特段ない。 

○原子力安全・保安院では原子力安全規制を専門とす

る人材のための人材育成コースを設け、原子力安全

規制関係課におけるＯＪＴを重ね、これと専門研修を組

み合わせることで、効果的なキャリア・ディベロップメン

トを図っている。 

○今回の設計及び工事の方法の認可審査を行った担当

者は、審査に先行及び並行して、核燃料サイクル安全

小委員会中間貯蔵ワーキンググループ「使用済燃料

貯蔵施設の設計及び工事の方法に関する検討会」に

おいて、臨界防止、除熱、遮へい、閉じ込め等の外部

有識者の意見を聴くと共に、技術評価に当たって

JNES とも議論を行い、使用済燃料貯蔵施設の設計及

び工事の方法の技術基準に関する省令の解釈（内規）

を改定（追加）するための技術評価書を策定すること

で、能力の向上を図った。 

 

 

○原子力安全・保安院では、「原子力安全行政研修計画」に基づき業務経験等に応じて原子力

施設品質保証基礎研修、原子力耐震応用研修等の教育訓練（研修）を行っているとの説明を

受けた。 

 

○毎年、業務目標設定時に上司と面談し、研修コースや時期等を決定しているとの説明を受け

た。また、個人ごとの研修計画は教育訓練プログラムで管理しているとの説明を受けた。 

 

○ＯＪＴについては、取得すべきと考えられる事項（知識）、取得機会・手段を業務目標設定時の

上司との面談において決定し、教育訓練プログラムで管理しているとの説明を受けた。 

 

○今回の設計及び工事の方法の認可審査を行った担当者は、審査に先行及び並行して、核燃

料サイクル安全小委員会中間貯蔵ワーキンググループ「使用済燃料貯蔵施設の設計及び工

事の方法に関する検討会」において、臨界防止、除熱、遮へい、閉じ込め等の外部有識者の

意見を聴くと共に、JNES とも議論を行い、使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技

術基準に関する省令の解釈（内規）を改定（追加）するための技術評価書を策定することで、能

力の向上を図ったとの説明を受けた。 
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上記の教育訓練計画

の対象者は、どのよ

うに選定されたので

すか。 

○審査官の過去の業務経験等に基づき、必要に応じ、研

修に行かせている。 

○下記業務運営の基本方針に沿って人材育成の考え方に基づき、職位毎の専門性のレベルに

応じて教育訓練を計画しているとの説明を受けた。 

・業務運営の基本方針－信頼される国民のエージェントになるために－（2007 年 4 月） 

 

○審査官の職務歴、研修歴に基づき、必要に応じて研修に行かせているとの説明を受けた。 

なお、職務歴、研修歴については教育訓練プログラムにおいて確認しているとの説明を受け

た。 

 

上記の教育訓練計画

は計画のとおり実施

されましたか。実施

結果を示して下さい。

○「教育訓練プログラム」に基づき、実施した。 

・審査官のうち、1 名については、昨年度、東京都市大学

において原子力耐震応用研修を受けさせている。 

・審査官のうち、1 名については、今年度、原子力施設品

質保証基礎研修を受けさせている。 

 

○左記のとおり研修を受講しているとの説明を受けた。研修実績、研修の自己評価については

教育訓練プログラムに入力し、記録するとの説明を受けた。 

 

 

今回の設計及び工事

の方法の認可の審査

を実施した者の教育

訓練の実績を示して

下さい。 

○原子力耐震応用研修：平成 21 年 9 月～平成 22 年 1

月 

○原子力施設品質保証基礎研修：平成 22 年 5 月 

○今回の設計及び工事の方法の認可の審査を担当した者のうち、2 名は左記の研修を受講し、

修了したとの説明を受け、修了書などを確認した。 

また、他の担当者も過去に関係省庁輸送講習会、原子力安全規制業務研修等を受講したとの

説明を受けた。 
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（３）審査、検査の実施に関する事項 

（３－１）審査、検査の準備 

◆品質要求 

規制行政庁は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保するため、事前に必要な要領（手順、判断基準等）を定め必要な関係者に周知する

とともに、効率的、効果的に審査、検査を行うため、個々の行政処分等に必要な体制等の適切な準備を行うこと。 

■評価基準 

⑥審査、検査のための要領の作成に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

⑦審査、検査のための体制等の準備に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

［７］審査、検査のための必要な要領（手順、判断基準等）を事前に定めていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の設計及び工事

の方法の認可の審査

では、事前に必要な

要領（手順書、審査

基準等）を定めました

か。定めた要領を示

して下さい。定めてい

ない場合は、要領に

替わるものとして、ど

のようなものがありま

すか。 

○今回の設計及び工事の方法の認可のために、個別に

定めた要領はない。 

○設計及び工事の方法の認可の審査全般について、使

用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基

準に関する省令、使用済燃料貯蔵施設の設計及び工

事の方法の技術基準に関する省令の解釈（内規）に基

づき審査をしている。 

○本施設ははじめて審査を行う施設ということがあり、設

計及び工事の方法の認可の審査に先行及び並行し

て、核燃料サイクル安全小委員会中間貯蔵ワーキン

ググループ「使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の

方法に関する検討会」において、臨界防止、除熱、遮

へい、閉じ込め等の外部有識者の意見を聴くと共に、

技術評価に当たって、JNES とも議論を行い、使用済燃

料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関

する省令の解釈（内規）を改定（追加）するため技術評

価書を策定した。検討会において技術的な審議は概

ね終了し、今回の審査の参考としている。 

○今回の設計及び工事の方法の認可案件のみを対象とした審査のための要領は作成していな

いが、発電用軽水型原子炉施設、核燃料物質の加工施設、再処理施設の先行例の申請書及

び審査書を参照することで他施設における審査を参考としているとの説明を受けた。また、原

子力発電設備に係る工事計画運用内規を参照することで、発電所内貯蔵施設等の審査を参

考としたとの説明を受けた。 

○設計及び工事の方法の認可の審査に必要な下記の省令、内規が制定されていることを確認

した。 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令 

・使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令の解釈（内規）（平成

21 年 3 月 27 日、平成 21・02・26 原院第 8 号） 

 

○本施設は、発電所外の施設としてはじめての使用済燃料貯蔵施設ということがあり、審査に先

行及び並行して、核燃料サイクル安全小委員会中間貯蔵ワーキンググループ「使用済燃料貯

蔵施設の設計及び工事の方法に関する検討会」において、臨界防止、除熱、遮へい、閉じ込

め等の外部有識者の意見を聴くと共に、技術評価に当たって、JNES とも議論を行い、上記解

釈（内規）を改定（追加）するための技術評価書を策定したとの説明を受けた。また、内規の改

定に伴う技術的な審議は概ね終了しており、今回の審査の参考としているとの説明を受けた。 



                           12 

その要領（またはそ

れに替わるもの）は、

どのような手続きで

策定されましたか。 

○使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術

基準に関する省令、使用済燃料貯蔵施設の設計及び

工事の方法の技術基準に関する省令の解釈（内規）は

パブリックコメントにかけ、公に意見を募集した後、原子

力安全・保安院文書発出要領（内規）及び原子力安全・

保安院決裁規定等に基づき決裁処理を行い、制定して

いる。 

 

○使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令の改正、使用済燃料

貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令の解釈（内規）の制定は、パブリッ

クコメントにかけ、公に意見を募集した後に行われていることを原子力安全・保安院のホーム

ページにおいて確認した。 
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●確認項目 

［８］審査、検査のための必要な体制等を準備していること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の設計及び工事

の方法の認可の審査

では、審査体制をど

のように組織したか

示して下さい。また、

組織する時の考え方

や根拠を示して下さ

い。 

○統括安全審査官が総括的任務にあたるとともに、その

指導のもと、貯蔵班長、耐震班長、安全審査官 3 名の

計 6 名により審査を行った。 

○審査に当たっては、統括安全審査官が総括的任務に

あたるとともに、耐震班長が耐震に関する審査、貯蔵

班長が設備に関する審査を把握できる体制を構築し

た。 

 

○今回の設計及び工事の方法の認可の審査では、統括安全審査官が総括的任務にあたるとと

もに、その指導のもと、貯蔵班長、耐震班長、安全審査官 3 名の計 6 名により審査を行ったと

の説明を受けた。また、起案文書の決裁欄に、当該審査を担当した 6 名の捺印があることを確

認した。 

・使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可について（リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センター）（平成 22 年 8 月 25 日決裁、平成 22・06・16 原第 7 号） 
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（３）審査、検査の実施に関する事項 

（３－２）審査、検査の実施 

◆品質要求 

審査官、検査官は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保するため、定められた要領＊に従い、効率的、効果的に審査、検査を実施すると

ともに、その結果及び根拠等を確実に記録すること。 

＊実施手順の他、規制行政庁が定める、職員の業務実施の際に遵守すべき一般的なルールを含める。 

■評価基準 

⑨審査、検査の結果の記録に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

［９］審査要領、検査要領に従った記録を作成していること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の設計及び工

事の方法の認可の

審査では、定めた要

領（またはそれに替

わるもの）に従って、

記録を作成しました

か（記載内容、記録

フォーマット等を含

む）。該当する記録を

示して下さい。 

○記載内容にかかる記録要領として今回個別に定めた

ものはなく、統括安全審査官の指導のもと、使用済燃

料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関

する省令に従い審査を行った旨を記述した審査書を作

成し、起案文書に添付している。 

○記録を作成するために要領として特に定めたものはなく、今回の設計及び工事の方法の認可

の審査では、使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令に従い

審査を行った旨を記述した審査書を作成したとの説明を受けた。なお、起案文書に添付された

審査書があることを確認した。 

・使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可について（リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センター）（平成 22 年 8 月 25 日決裁、平成 22・06・16 原第 7 号） 

 

 

要領（またはそれに

替わるもの）に従って

記録が作成されてい

ることを、誰がどのよ

うな手続きで確認し

ましたか。 

○今回の審査書については、起案文書の決裁過程にお

いて、統括安全審査官及び貯蔵班長等が本件の処

分にあたり必要な内容が記載されていることを確認し

た。なお、決裁権を持つ原子力安全・保安院長が最終

確認を行っている。 

○本件に係る起案文書に貯蔵班長、耐震班長、統括安全審査官の捺印があることを確認した。

また、「事務の専決処理に関する規程」に基づき、原子力安全・保安院長の決裁が行われてい

ることを確認した。 

・使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可について（リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センター）（平成 22 年 8 月 25 日決裁、平成 22・06・16 原第 7 号） 

・事務の専決処理に関する規程（制定平成 13 年 1 月 6 日、最終改正平成 22 年 8 月 16 日、

平成 22・07・20 総第１号） 
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●確認項目 

［１０］審査結果、検査結果とその根拠が記録に記載されていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の設計及び工

事の方法の認可の

審査では、審査結果

とその根拠が記録に

記載されましたか。

該当する記録を示し

て下さい。 

○使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術

基準に関する省令に適合していることを審査官が確認

し、その旨審査書に記載している。なお、審査書は起

案文書に添付している。 

○本件に係る起案文書に添付された審査書において、審査結果とその根拠が記載されているこ

とを確認した。 

・使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可について（リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センター）（平成 22 年 8 月 25 日決裁、平成 22・06・16 原第 7 号） 
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（３）審査、検査の実施に関する事項 

（３－３）評価及び処分 

◆品質要求 

規制行政庁は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保するため、要求される安全の目的、原則、基準に照らして、審査、検査の結果を適切

に評価するとともに、結果を通知するなど、行政処分等を確実に実施すること。 

■評価基準 

⑩評価及び処分に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 

●確認項目 

［11］審査結果、検査結果が適切であることを確認するための評価が実施されていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の設計及び工

事の方法の認可の

審査結果の適切性

の評価は、どのよう

な手続きで行われま

したか。 

○経済産業省決裁規程及び事務の専決処理に関する

規程に基づく起案文書の決裁過程において、審査内

容を確認し、適切性を評価している。 

○今回の設計及び工事の方法の認可の審査結果の適切性の評価については、起案文書の決

裁過程で、耐震班長が耐震に関する事項、貯蔵班長が設備に関する事項について審査結果

を確認、統括安全審査官が審査の総括的任務に当たる者としてその内容を確認、さらに核燃

料管理規制課長が課内業務を総括するものとして審査結果の妥当性を確認、最終的には、決

裁権を持つ原子力安全・保安院長が確認しているとの説明を受けた。「事務の専決処理に関

する規程」に基づき、原子力安全・保安院長の決裁が行われていることを確認した。 

・使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可について（リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センター）（平成 22 年 8 月 25 日決裁、平成 22・06・16 原第 7 号） 

・事務の専決処理に関する規程（制定平成 13 年 1 月 6 日、最終改正平成 22 年 8 月 16 日、

平成 22・07・20 総第１号） 
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●確認項目 

［12］審査、検査が適切な期間で実施されていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

設計及び工事の方

法の認可申請の受

理後、認可文書の交

付までには、標準的

にどの程度の期間を

見込んでいますか。

見 込 ん で い な い 場

合、その理由を示し

て下さい。 

○経済産業大臣の処分に係る標準処理期間に関する規

程において、原子炉等規制法第 43 条の 8（設計及び

工事の方法の認可）に係る申請から交付までの期間

についての定めはないが、原子炉を参考として概ね 3

月程度を念頭に審査業務に携わった。 

 

○経済産業大臣の処分に係る標準処理期間に関する規程において、原子炉等規制法第 43 条

の 8（設計及び工事の方法の認可）に係る標準処理期間についての定めはないが、原子炉施

設を参考として概ね３月程度を念頭に審査業務に携わったとの説明を受けた。また、経済産業

大臣の処分に係る標準処理期間に関する規程において、原子炉等規制法第 27 条第 1 項に基

づく原子炉（研究開発段階にある原子炉）施設の設計及び工事の方法の認可及び電気事業

法第 47 条第 1 項の規定による事業用電気工作物の工事計画の認可（原子力発電所）の標準

処理期間が 3 月であることを確認した。 

・経済産業大臣の処分に係る標準処理期間に関する規程（制定平成 16 年 10 月 1 日、最終改

正平成 22 年 4 月 1 日、平成 22・03・23 総第 2 号） 

 

○原子炉等規制法第 43 条の 8（設計及び工事の方法の認可）に係る標準処理期間を設定につ

いては、今後の審査実績を踏まえて検討するとの説明を受けた。 

 

今回の設計及び工

事の方法の認可に

係る認可文書は、期

間内に交付されまし

たか。されなかった

場合、その理由を示

して下さい。 

○3 月内に交付した。 ○本件の認可に係る起案文書により 3 月であることを確認した。 

・使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可について（リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センター）（平成 22 年 8 月 25 日決裁、平成 22・06・16 原第 7 号） 

  受理年月日：平成 22 年 6 月 16 日 

  施行年月日：平成 22 年 8 月 27 日 
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●確認項目 

［13］行政処分の結果の通知等が実施されていること。 

質問 回答（参照資料名等を含む） 確認結果（原子力安全委員会事務局記入欄） 

今回の設計及び工

事の方法の認可の

審査の結果は、申請

者に対しどのように

通知されましたか。

通知した方法を示し

て下さい。 

○認可の施行文書については、事業者に文書で通知を

行い、併せてホームページへの掲載によって公表を行

っている。 

○行政文書ファイルに控えとして保管されている認可書の写しにより、経済産業大臣よりリサイ
クル燃料貯蔵株式会社取締役社長に対し、文書にて認可を通知したことを確認した。 

・使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可について（リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センター）（平成 22 年 8 月 25 日決裁、平成 22・06・16 原第 7 号）

（行政文書ファイル番号：2010‐Ｂ3‐1820‐000041） 

 

 

今回の設計及び工

事の方法の認可の

審査の結果の公開

性は、どのように確

保されていますか。 

○ホームページへの掲載によって公表を行っている。 

○また、四半期毎に原子力安全委員会本会議（公開）に

認可実績を報告している。 

○ホームページの公開等、保安院における業務の運営

については、「業務運営の基本方針－信頼される国民

のエージェントになるために」に基づき実施している。 

 

 

○原子力安全・保安院のホームページに、平成 22 年 8 月 27 日付けにて「リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センターにおける設計及び工事の方法の認可等について」が掲載

されていることを確認した。 

 
○保安院が作成した「業務運営の基本方針」において、報道発表、ホームページ掲載基準が記

載されていることを確認した。 

・「業務運営の基本方針－信頼される国民のエージェントになるために－」（2007 年 4 月、原子

力安全・保安院） 

 

○今回の設計及び工事の方法の認可に係る文書は、行政文書として行政ファイル管理簿に登
録され、その情報が経済産業省内の総合文書管理システム（ＤＯＭＳ）を通じて公開され、情
報公開法に従い、手続きを経ることにより公開可能となっているとの説明を受けた。 

・使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可について（リサイクル燃料貯蔵株

式会社リサイクル燃料備蓄センター）（平成 22 年 8 月 25 日決裁、平成 22・06・16 原第 7 号）

（行政文書ファイル番号：2010‐Ｂ3‐1820‐000041） 
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品質監査型の規制調査で使用する評価基準 

（１） 規制行政庁の品質マネジメント等に関する事項 

（1-1） 

一般 

品質要求
規制行政庁は、安全規制の実効性、透明性を高めるため、後続規制活動に関わる改善

活動を行うなど、品質を継続的に維持向上させること。 

評価基準 ① 品質マネジメントに関する事項が品質要求に照らして適切であること。【監査】 

（1-2）  

文書化 

及び記録 

品質要求

規制行政庁は、審査、検査のプロセスが効率的、効果的に計画され、実施されることを

確実にするため、必要な文書化を行い、記録するとともに、そのための仕組みを適切に

維持管理すること。 

評価基準
② 文書化に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監査】 

③ 記録に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監査】 

（２） 審査官、検査官の能力に関する事項 

（2-1） 

資格要件等 

品質要求
規制行政庁は、対象となる設備や機器、又は事業者等の活動について、適切かつ確実

に審査、検査を行うため、審査官、検査官に必要な資格又は能力を定めること。 

評価基準
④ 審査官、検査官の資格又は能力に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監査

／立会】 

（2-2） 

教育訓練 

品質要求
規制行政庁は、審査官、検査官及びその候補者の能力の維持・向上のため、適切な教

育訓練計画を策定し、実施すること。 

評価基準
⑤ 審査官、検査官及びその候補者に対する教育訓練の計画、実施に関する事項が品質要求に照

らして適切であること。 【監査】 

（３） 審査、検査の実施に関する事項 

（3-1）  

審査、検査の

準備 

品質要求

規制行政庁は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保するた

め、事前に必要な要領（実施手順、判断基準等）を定め必要な関係者に周知するととも

に、効率的、効果的に審査、検査を行うため、個々の行政処分等に必要な体制等の適

切な準備を行うこと。 

評価基準

⑥ 審査、検査のための要領の作成に関する事項が品質要求に照らして適切であること。【監査】 

⑦ 審査、検査のための体制等の準備に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監

査／立会】 

（3-2） 

審査、検査の

実施 
品質要求

審査官、検査官は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保する

ため、定められた要領※に従い、効率的、効果的に審査、検査を実施するとともに、その

結果及び根拠等を確実に記録すること。 

※実施手順の他、規制行政庁が定める、職員の業務実施の際に遵守すべき一般的なルールを

含める。 

評価基準
⑧ 審査、検査の実施に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【立会】 

⑨ 審査、検査の結果の記録に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監査／立会】

（3-3）  

評価 

及び処分 

品質要求

規制行政庁は、審査、検査の目的を確実に達成し、その実効性、透明性を確保するた

め、要求される安全の目的、原則、基準に照らして審査、検査の結果を適切に評価する

とともに、結果を通知するなど、行政処分等を確実に実施すること。 

評価基準 ⑩ 評価及び処分に関する事項が品質要求に照らして適切であること。 【監査】 

【監査】：監査方式での確認項目、 【立会】：立会方式での確認項目、  
【監査／立会】：監査方式と立会方式での確認項目 

 参考２ 


	2-0参考資料集.pdf
	2-1質問回答票
	2-2判断基準

